
告
　
　
示

○
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
治
振
興
課
）

一

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
七
十
九
号
（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

個
人
情
報
）
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

○
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号
（
香
川
県
情
報
公
開
条
例
の
実
施
機
関
が
定

め
る
法
人
）
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

二

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指
定
の
辞
退
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
　
（

〃
　
　
）

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
消
滅
（
七
件
）

（
水
　
産
　
課
）

三

○
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）

（
道
路
保
全
課
）

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
（
四
件
）

（

〃
　
　
）

四

○
道
路
の
区
域
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

六

公
　
　
告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定

●
香
川
県
告
示
第
二
百
一
号

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
第
九
二
二
二
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 25 号

平成 17 年

3 月29日（火曜日）

一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
平
成
十
七
年
三
月
三
十
日
か
ら
編
入
す
る
旨
、

綾
上
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

上
　
　
　
　
　
　
欄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欄

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
字
正
司
　
　
　
綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
上
字
寺
ノ
内
甲
三
六
一
の
一
部
、
甲
三

六
二
の
一
部
、
甲
三
六
三
、
甲
三
六
四
の
一
部
、
甲
三
六
五

の
一
の
一
部
、
甲
三
六
六
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
全
部

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
上
字
寺
ノ
内
　
　
綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
字
正
司
一
〇
の
一
部
、
一
一
の
一
部
、

一
二
の
一
の
一
部
、
一
二
の
二
、
一
二
の
三
の
一
部
、
一
四

の
一
の
一
部
、
一
五
の
一
の
一
部
、
一
五
の
二
の
一
部
、
三

七
の
一
部
、
三
八
の
一
の
一
部
、
三
八
の
二
の
一
部
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地

の
全
部

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
上
字
川
北
　
　
　
綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
上
字
寺
ノ
内
甲
四
二
九
の
一
の
一
部
及

び
こ
れ
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
全
部
並
び
に
甲

四
二
九
の
一
の
地
先
の
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
一
部

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
字
正
司
四
五
の
四
、
四
六
の
二
及
び

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
全

部

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
七
十
九
号
（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

「
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
一
年
香
川
県
条
例
第
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
香
川

県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
個
人

情
報
」
を
「
保
有
個
人
情
報
」
に
改
め
、
表
中
「
個
人
情
報
」
を
「
保
有
個
人
情
報
」
に
改
め
、
同
表
林

業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
の
項
を
削
り
、
表
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
第
九
二
二
二
号
）

二

ふ
ぐ
処
理
師
試
験
　
　
科
目
別
得
点
及
び
総
合
　
合
格
発
表
の
日
か
ら
　
健
康
福
祉
部
生
活
衛

得
点
　
　
　
　
　
　
　
　
一
月
間
　
　
　
　
　
　
生
課

表
改
良
普
及
員
資
格
試
験
の
項
を
削
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
三
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号
（
香
川
県
情
報
公
開
条
例
の
実
施
機
関
が
定
め
る
法
人
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

「
財
団
法
人
香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
六
、
一
二
、
二
五
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
サ
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
サ
　
訪
問
介
護

ー
ビ
ス
丸
亀
指
定
訪
　
ー
ビ
ス
丸
亀

問
介
護
事
業
所
　
　
　
丸
亀
市
津
森
町
一
〇

丸
亀
市
中
府
町
二
丁
　
〇
番
地
一

目
四
―
三
〇

平
成
一
六
、
一
二
、
二
五
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
サ
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
サ
　
福
祉
用
具
貸
与

ー
ビ
ス
丸
亀
福
祉
用
　
ー
ビ
ス
丸
亀

具
貸
与
事
業
所
　
　
　
丸
亀
市
津
森
町
一
〇

丸
亀
市
中
府
町
二
丁
　
〇
番
地
一

目
四
―
三
〇

平
成
一
六
、
一
二
、
二
五
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
サ
　
有
限
会
社
ケ
ア
・
サ
　
居
宅
介
護
支
援
事
業

ー
ビ
ス
丸
亀
指
定
居
　
ー
ビ
ス
丸
亀

宅
介
護
支
援
事
業
所
　
丸
亀
市
津
森
町
一
〇

丸
亀
市
中
府
町
二
丁
　
〇
番
地
一

目
四
―
三
〇

平
成
一
七
、
三
、
一
　
　
　
指
定
居
宅
介
護
支
援
　
有
限
会
社
フ
ァ
イ
ン
　
居
宅
介
護
支
援
事
業

事
業
所
フ
ァ
イ
ン
ケ
　
ケ
ア

ア
　
　
　
　
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
松
原
一

東
か
が
わ
市
松
原
一
　
七
〇
〇
番
地
一
五

七
〇
〇
番
地
一
五

平
成
一
七
、
三
、
一
　
　
　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
悠
　
悠
悠
有
限
会
社
　
　
　
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活

悠
せ
ん
ね
ん
村
　
　
　
香
川
郡
香
南
町
西
庄
　
介
護

香
川
郡
香
南
町
西
庄
　
一
八
二
番
地
一

六
九
二
番
地
一

平
成
一
七
、
一
、
二
〇
　
　
綾
歌
町
指
定
居
宅
介
　
社
会
福
祉
法
人
綾
歌
　
居
宅
介
護
支
援
事
業

護
支
援
事
業
所
　
　
　
町
社
会
福
祉
協
議
会

丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊
　
丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊

七
八
二
番
地
　
　
　
　
七
八
二
番
地

●
香
川
県
告
示
第
二
百
五
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

医
師
の
指
定
の
辞
退
の
予
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

予
告
期
間
満
了
年
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
属
病
院
又
は
診

医
師
の
氏
名
　
障
害
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
在
　
地

日
（
辞
退
年
月
日
）

療
所
の
名
称

平
成
十
七
年
四
月
十
　
神
原
　
譲
　
　
聴
覚
、
平
衡
、
神
原
医
院
　
　
　
　
三
豊
郡
山
本
町
大
字
辻

日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
音
声
・
言
語
、

三
九
〇
―
二

そ
し
ゃ
く

●
香
川
県
告
示
第
二
百
六
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
医

療
機
関
の
指
定
の
辞
退
の
申
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
第
九
二
二
二
号
）

三

辞
退
年
月
日
　
　
　
医
療
機
関
の
名
称
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地
　
　
担
当
す
べ
き
医
療
の
種
類

平
成
十
七
年
三
月
　
医
療
法
人
仁
寿
会
吉
田
　
丸
亀
市
宗
古
町
五
　
　
　
整
形
外
科
に
関
す
る
医
療

三
十
一
日
　
　
　
　
病
院

●
香
川
県
告
示
第
二
百
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
津
田
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
百
七
十
四
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ
き

義
務
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
六
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
小
田
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
百
七
十
四
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ
き

義
務
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
六
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
鴨
庄
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
百
七
十
四
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ
き

義
務
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
六
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
庵
治
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
百
七
十
四
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ
き

義
務
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
六
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
丸
亀
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
百
七
十
四
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ
き

義
務
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
六
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
観
音
寺
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
百
七
十
四
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ

き
義
務
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
六
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
伊
吹
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
百
七
十
四
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ
き

義
務
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
六
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年

四
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
本
山
停
車
場
線
（
二
百
二
十
九
号
）

三
　
道
路
の
区
域



敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

三
豊
郡
豊
中
町
大
字
本
山
甲
字
岡
田
二
二
九
番
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
・
五
　
　
　
　
　
　

〜
　
　
　
　
　
　
六
二

三
豊
郡
豊
中
町
大
字
本
山
甲
字
岡
田
二
〇
八
番
一
　
　
　
七
・
〇

地
先
ま
で

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年

四
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
観
音
寺
池
田
線
（
五
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
一
年

香
川
県
告
示

一
二
・
〇

第
五
百
三
十

〜
　
　
　
　
　
二
七
四

六
号
で
変
更

三
八
・
〇

し
た
区
域
の

一
部

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
第
九
二
二
二
号
）

四

平
成
十
年
香

川
県
告
示
第

百
十
六
号
で

変
更
し
た
区

域
の
一
部

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年

四
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
土
庄
内
海
線
（
二
十
六
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
二
年

香
川
県
告
示

一
二
・
〇

第
百
六
十
一

〜
　
　
　
　
　
四
七
〇

号
で
変
更
し

四
〇
・
七

た
区
域
の
一

部

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年

四
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
牟
礼
中
新
線
（
百
五
十
五
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

観
音
寺
市
観
音
寺
町
字
国
芳
甲
四
七
一
番
一
三
地

先
か
ら

観
音
寺
市
村
黒
町
字
西
屋
敷
七
七
三
番
一
地
先
ま

で

小
豆
郡
土
庄
町
大
部
字
ロ
ク
ロ
バ
甲
三
五
四
七
番

一
地
先
か
ら

小
豆
郡
土
庄
町
大
部
字
丸
山
甲
七
七
番
一
地
先
ま

で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
第
九
二
二
二
号
）

五

八
・
二

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
二
〇

二
三
・
〇

一
四
・
〇

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
三
六

五
二
・
六

一
五
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
二
〇

二
七
・
〇

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年

四
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
観
音
寺
港
観
音
寺
停
車
場
線
（
二
百
三
十
九
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

一
五
・
七

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
五
三

二
七
・
八

一
六
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
五
三

二
八
・
〇

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年

四
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
国
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
四
百
三
十
六
号

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

一
一
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
道
路
防
災
工

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
四
二
　
事
に
伴
う
現

一
七
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
道
拡
幅

三
〇
・
六

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
四
二

五
〇
・
〇

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年

四
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

高
松
市
春
日
町
字
浜
免
一
五
三
九
番
一

地
先
か
ら

高
松
市
木
太
町
字
東
新
開
二
八
二
三
番

三
地
先
ま
で

観
音
寺
市
観
音
寺
町
字
下
井
甲
一
五
二

二
番
一
八
地
先
か
ら

観
音
寺
市
観
音
寺
町
字
上
新
開
甲
一
二

三
六
番
一
三
地
先
ま
で

平
成
十
五
年

香
川
県
告
示

第
五
百
五
十

号
で
変
更
し

た
区
域

道
路
維
持
修

繕
工
事
に
伴

う
現
道
拡
幅

の
た
め

小
豆
郡
内
海
町
橘
字
串
ノ
浦
乙
三
番
四

地
先
か
ら

小
豆
郡
内
海
町
橘
字
串
ノ
浦
乙
三
番
四

地
先
ま
で



●
香
川
県
公
告
第
二
百
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
山
田
地
区
）
第
一
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
老
人
ホ
ー
ム
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

名
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　
指

定

年

月

日
　
　
　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
今
津
荘
　
丸
亀
市
今
津
町
一
八
六
―
一
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています
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川
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成
十
七
年
三
月
二
十
九
日

（
第
九
二
二
二
号
）
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一
　
道
路
の
種
類
　
県
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主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
坂
手
港
線
（
二
十
八
号
）

三
　
道
路
の
区
域
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一
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・
八
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〜
　
　
　
　
　
　
五
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事
に
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二
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・
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道
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幅

一
六
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
五
七

三
九
・
四

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年

四
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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十
七
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三
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二
十
九
日
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三
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二
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三
豊
郡
高
瀬
町
下
勝
間
字
下
土
井
一
三

一
番
三
地
先
か
ら

三
豊
郡
高
瀬
町
下
勝
間
字
下
土
井
一
三

五
番
三
地
先
ま
で

小
豆
郡
内
海
町
坂
手
字
坂
手
浜
甲
一
八

三
八
番
一
〇
地
先
か
ら

小
豆
郡
内
海
町
坂
手
字
波
戸
ノ
上
甲
二

一
番
三
地
先
ま
で
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